
 

 

事 務 連 絡  
令和８年２月２４日  

 

 各障害福祉サービス等事業者 様 

 
三重県子ども・福祉部障がい福祉課長  

 
   令和８年度の福祉・介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改 

善計画書の提出期限について 

 
 平素より、障がい福祉の推進に、格段の御高配を賜り厚く御礼を申し上げます。 
 厚生労働省及びこども家庭庁から連絡があり、現在、福祉・介護職員等処遇改

善加算について、令和９年度障害福祉サービス等報酬改定を待たずに、期中改訂

を実施し、福祉・介護職員等処遇改善加算の拡充を行うこととなっており、令和

８年度の処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書等について、見直しを行う

こととなっております。見直し後の様式等については、追って連絡があるとのこ

とです。 
 福祉・介護職員等処遇改善加算の拡充による周知期間等を考慮し、処遇改善加

算等の計画書の提出については、通常、福祉・介護職員等処遇改善加算を算定す

る月の前々月の末日までに行うこととしているところですが、令和８年４月及

び５月分を算定する事業者は、令和８年６月以降の申請に係る処遇改善計画と

あわせて、令和８年４月１５日までに提出することとする予定とのことです。こ

の際、これらの事業所に所属する令和８年６月に処遇改善加算が新設されるサ

ービス（計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援）の障害福祉サービス等

事業所（以下「加算新設事業所」という。）に係る処遇改善計画についてもあわ

せて提出することとする予定とのことです。 
 ただし、加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和８年４月及び５月分

は申請しない事業所が、令和８年６月以降に処遇改善加算を申請する場合は、令

和８年６月以降の申請に係る処遇改善計画書について、令和８年６月１５日ま

でに提出することとする予定とのことであるため、ご留意ください。 
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